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少子高齢化による労働力人口の減少が進む中で、
日本の強い経済を取り戻すには女性の活躍が不可
欠です。そのため、国では、①２０２０年までに
女性の指導的地位に占める割合を少なくとも３０％
にする、②子どもが３歳になるまでの育児休業
の取得や短時間勤務の導入を推進しています。

女性労働者につき、妊娠、出産、産前休業の
請求、産前産後の休業その他の妊娠又は出産に
関する事由であって厚生労働省令で定めるもの
を理由として解雇その他不利益な取扱いをして
はならない。
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